
広報むろらん 2023年8月 2

　原油価格や物価高騰などの影響を受けた低所得者世帯（住民税非課税世帯）を支援する
ための給付金を支給します。詳細は、市ホームページをご覧ください。

令和5年6月1日時点で、住民票が市内にあり、世帯全員が令和5年度の住民税非課税世帯の世帯主
（生活保護受給世帯を含む）

・ 住民税の申告をしていない人が含ま
れる世帯

・ 令和5年1月2日以降に転入した世帯、
または、転入者が含まれる世帯

・ 令和5年1月2日以降に結婚や離婚、
死亡などで世帯員に変更があった世帯

・ 令和4年度価格高騰緊急支援給付金
を室蘭市から受給した世帯で、世帯
主が亡くなった世帯

・ 課税されている人の扶養親族のみの
世帯

　　学生の一人暮らしや高齢者単身
　　世帯など

8月上旬に市から送付される、確認書の
裏面に必要事項を記入し、提出書類と併
せて10月31日までに返送してください

ＤＶ（ドメスティッ
ク・バイオレンス）
などにより避難中
の世帯で、対象とな
る場合がある世帯

申請方法など、詳
細は高齢福祉課ま
でご相談ください

低所得世帯低所得世帯（住民税非課税世帯）（住民税非課税世帯）支援給付金支援給付金
を支給しますを支給します

■ 支給対象となる世帯と支給までの流れ

■ 支給予定日

要確認書返送要確認書返送 要申請要申請返送不要返送不要

受理期間 支給予定日 受理期間 支給予定日
8月 3日～8月10日 8月23日  9月19日～ 9月22日 10月 4日
8月14日～8月18日 8月29日  9月25日～ 9月29日 10月11日
8月21日～8月25日 9月 6日 10月 2日～10月 6日 10月18日
8月28日～9月 1日 9月13日 10月10日～10月13日 10月26日
9月 4日～9月 8日 9月21日 10月16日～10月20日 11月 2日
9月11日～9月15日 9月27日 10月23日～10月31日 11月13日

《詳細》高齢福祉課 ☎25-2872
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給付金の支給
8月2日～4日

（ ）

給付金の支給

※ 期限までに返送や申請がない
場合や、申請後に不備があり、
市が確認ができない場合は、
受給を辞退したものとみなし
ますのでご注意ください。

確認書または申請書を受理した日から約2～3週間後
※下記の表を参考にしてください。

返送期限
10月31日まで

給付金
1世帯 1世帯 3万円3万円

（1）お知らせ通知世帯 (3)申請世帯(2)確認書送付世帯

※お知らせ通知は
　発送済です。

本給付金の支給対
象世帯で、室蘭市
から令和4年度価
格高騰緊急支援給
付金などを受給し、
世帯員に変更がな
い世帯


